
令和８年度 小・中学校教育課程研究協議会に係る各部会の改善の重点

部会名

改善の重点

① 特別支援学級で自立活動の時間の指導を教育課程に位置付け、指導の充実を図ること。

② 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用を一層推進すること。

③ 児童生徒の特性を理解し、学習上または生活上の困難の改善につながる ICT 機器の活用等指導

方法の工夫を行うこと。

１ 設定理由

学習指導要領には、通常の学級にも、教育上特別の支援を必要とする児童生徒が在籍している可能性が

あることを前提に、個々の児童生徒の障がいの状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ

継続的に行うことの必要性について示されている。その具現化のため、次の３点を重点に設定した。

① 自立活動の時間の指導の編成及び指導の充実

特別支援学級においては、障がいのある児童生徒の自立と社会参加を目指し、学習指導要領を参考

にしながら、実態に応じた適切な教育課程の編成を行う必要がある。特に自立活動の指導は、特別支

援教育の要である。児童生徒が自立を目指し、障がいによる学習上または生活上の困難を主体的に改

善・克服しようとする取組を促すとともに、指導の成果を他の場面でも活かすという視点を意識しな

がら、自立活動の指導をさらに充実していく必要がある。

② 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用の促進

特別支援学級及び通級による指導においては、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果

的に活用することや、通常の学級においても、作成し活用することに努めることが学習指導要領に規定され

ている。児童生徒の学びを保障するためにも、指導と評価の一体化を図り、ＰＤＣＡサイクルによる計画の質

の向上、効果的な活用のあり方について推進することが求められる。

③ ICT機器の活用等指導方法の更なる工夫

児童生徒の障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等に応じたICT機器等の教材・教具の活用につ

いて、創意工夫することが必要であるとともに、それらを活用しやすい学習環境を整えることが大切である。

ICT機器を活用した学びが児童生徒の学習上または生活上の困難の改善・克服や学びやすさにつながって

いるのかといった視点をもち、各教科等の特質に応じて計画的に実施していくことが重要である。

２ 研究を進めるに当たって

（１）実践に当たっては、以下の点に留意すること。

①自立活動や知的障がいのある児童生徒の各教科等についての理解を深めるために、特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領及び解説を活用すること。

②個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用について実践を進める上では、特別支援学

校等に対し専門的な助言または援助を要請するなど、専門家の活用等を検討すること。

③タブレット型端末等のICT機器は、障がいの状態や発達の段階等に応じて活用することにより、学習

上または生活上の困難を改善・克服させ、指導の効果を高めることができる有用な機器であることを

十分に理解し、どのように活用すればその困難を軽減できるか、という視点から考えること。

（２）参考とすべき資料

①特別支援学校小学部・中学部学習指導要領解説（文部科学省）

②特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編（文部科学省）

③特別支援学級・通級指導教室 自立活動Q&Aハンドブック（大分県教育センターWebサイト）
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